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文京区公金管理運用方針  

   

2019文会第 490号令和 2年 3月 5日 区長決定  

 

１ 目的 

 

この方針は、文京区会計管理者が管理する公金について、安全性及び流動性を

確保した上で、効率的な運用を行うため、その管理の原則及び方法を定めること

を目的とする。  

 

２ 適用範囲 

 

この方針は、歳計現金及び歳入歳出外現金並びに基金に属する現金及び有価証

券について適用する。   

 

 ３ 公金管理の原則 

    

   公金管理に当たっては、優先度の高い順に安全性、流動性及び効率性を確保す

ることを原則とする。 

 

（1）安全性の確保  

元本の安全性の確保をするため、安全な金融商品により保管及び運用を行う

とともに、預金については金融機関の経営の健全性に十分留意する。 

 

（2）流動性の確保  

    支払等に支障を来さないよう、必要となる資金を確保するとともに、緊急の

資金ニーズに備え、資金の流動性を常に確保する。 

  

（3）効率性の確保 

     安全性及び流動性を十分確保した上で、運用の収益性に配慮し、効率性の確

保に努める。 

 

 ４ 公金管理計画の策定 

 

   会計管理者は、毎年度、この方針に基づき公金管理計画を策定する。 

なお、策定に当たっては、文京区公金管理運用委員会（以下「委員会」とい

う。）に諮り、必要に応じて文京区公金管理アドバイザー（以下「アドバイザー」

という。）の意見を聴いた上で決定する。 

また、会計管理者は、公金管理計画に基づく公金管理の実績を取りまとめ、委

員会に報告した上で公表する。 

 

 

 



2 

 

 

 

 

５ 公金管理の実施 

 

（1）保管及び運用の基本的考え方   

安全性及び流動性を確保しつつ、適切にリスク管理を行い、より効率的な運

用を行うものとし、公金全体における金融商品の構成が最適なものとなるよう

努める。 

 

（2）調達方法  

資金不足に備えて調達する必要がある場合は、繰替運用又は一時借入金の借

入れのうち、効率性の高い方法を用いる。 

 

（3）取引方法  

保管、運用及び調達に当たっては、競争性に優れた引合方式又は機動性に優

れた相対方式のうち、資金状況や金利動向等に留意し、効率性の高い方法を用

いる。 

 

６ 金融商品の選択 

 

（1）保管及び運用の原則  

保管及び運用に当たっては、当該金融商品を満期又は期限まで持ち切ること

を原則とする。ただし、次に掲げる場合は、運用中の預金の解約又は債券の売

却を行うことができる。 

 

ア 公金の安全性を確保するために必要な場合 

イ 流動性を確保するためにやむを得ない場合 

ウ 安全性を確保しつつ、効率性を確実に向上させるため、当該金融商品の入替

えを行う場合 

 

（2）歳計現金等 

ア 保管方法  

歳計現金、歳入歳出外現金及び定額の資金を運用するための基金に属する

現金（以下「歳計現金等」という。）の保管は、次に掲げる金融商品により行

う。  

 

(ｱ) 当座預金   

(ｲ) 普通預金 

(ｳ) 通知預金 

(ｴ) 定期預金 

(ｵ) 譲渡性預金 

(ｶ) 別段預金 
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イ 保管期間の上限  

歳計現金等の保管は、原則として一会計年度内とする。 

 

（3）基金 

ア 運用方法 

特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てる基金（以下「積立基

金」という。）の運用は、次に掲げる金融商品により行う。 

 

(ｱ) 普通預金 

(ｲ) 定期預金 

(ｳ) 譲渡性預金 

(ｴ) 別段預金 

(ｵ) 外貨預金（満期日の為替レートを予約し、受取円貨額を確定できるもの   

に限る。） 

(ｶ) 国庫短期証券 

(ｷ) 国債 

(ｸ) 政府保証債 

(ｹ) 地方債 

(ｺ) 財投機関債 

(ｻ) 財投機関債に準ずる債券（元利金支払の確実性が非常に高いと判断され

る格付けを取得しているもの又はそれと同等と判断するもの） 

(ｼ) 金融債 

 

イ 運用期間の上限  

積立基金の運用は、各基金の設置目的並びに積立て及び取崩しの計画等を

勘案し１年を超えて行うことができるものとし、運用期間は 10年を上限とす

る。   

なお、３年以上の運用を行うときは、企画政策部財政課長に協議するもの

とする。 

 

７ 預金の取扱い 

 

（1）預金の原則 

預金については、経営の健全性等が認められる金融機関の金融商品とする。 

 

（2）経営状況の評価・分析 

預金先の金融機関の経営状況については、定期的に得られる決算資料、ディ

スクロージャー誌等に基づき、健全性、地域性等を総合的に評価・分析するも

のとする。 

なお、健全性については、自己資本比率、不良債権比率及び預金量等を踏ま

えて判断することとする。 
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  （3）金融機関への対応 

        預金先の金融機関の経営状況に応じて、次に掲げる対応を講ずる。 

    なお、イからエまでの対応に当たっては、委員会に諮り、必要に応じてア

ドバイザーの意見を聴いた上で講ずる。 

 

ア 経営方針等のヒアリング 

イ 預入期間、預入金額及び預金商品の制限 

ウ 新規預金の停止 

エ 中途解約 

 

 ８ 債券の取扱い 

 

（1）債券の原則 

債券については、経営の健全性、社会貢献性等が認められる債券発行体のも

のとする。 

    なお、６（3）アに定める金融商品のうち、有価証券（(ｶ)から(ｼ)まで）に

ついては、保管先金融機関の固有財産との分別管理及び資金の決済業務等が確

実に行われる金融機関で保管するものとする。 

 

（2）経営状況の評価・分析 

債券発行体及び保管先金融機関の経営状況については、定期的に得られる決

算資料、ディスクロージャー誌等に基づき、健全性等を総合的に評価・分析す

るものとする。 

なお、健全性については、格付け、自己資本比率等を踏まえて判断すること

とする。 

 

（3）債券発行体及び保管先金融機関への対応 

   債券発行体及び保管先金融機関の経営状況に応じて、次に掲げる対応を講ず

る。 

なお、イからエまでの対応に当たっては、委員会に諮り、必要に応じてアド

バイザーの意見を聴いた上で講ずる。 

 

ア 経営方針等のヒアリング 

イ 債券の保有期間及び金額の制限 

ウ 新規購入の停止 

エ 中途売却 

 

９ 公金管理体制のあり方 

  

公金管理に従事する者は、扱う資金が区民から預かった公の財産であることを

自覚し、法令及びこの方針を遵守することはもとより、一般の資金運用者が払う

べき注意を怠ってはならない。 
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10 方針の見直し 

 

   金融環境の変化等により必要と認めるときは、この方針を見直すものとする。 

  

11 委任 

 

   この方針に定めるもののほか、必要な事項は、会計管理者が別に定める。 

 

付 則 

  

１ この方針は、令和２年３月５日から施行する。 

２ 文京区公金管理・運用方針（平成 14年２月 12日付 13文収第 602号）、文京区

金融機関選択基準（平成 14年２月 12日付 13文収第 603号）及び文京区債券運

用指針（平成 14年２月 12日付 13文収第 604号）は、廃止する。 


